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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体液採取デバイスであって、
　皮膚に密着可能な皮膚面シートと、弾性を有しおよび可視光線を透過可能な材料により
構成された上面カバーと、を含むハウジングを有し、該ハウジング内部に、該上面カバー
と連動する中空針が収納されており、該ハウジング内部の少なくとも一部の空間が該中空
針の内部と連通し、
　該皮膚面シートを皮膚に密着させた状態で該上面カバーに該皮膚面シート方向の外力が
加わって、該上面カバーが変形することにより、該中空針が該皮膚面シートを貫通して該
皮膚を穿孔し、該中空針の内部に連通する空間に該中空針を介して体液が流入し、
　該外力が除かれて、該上面カバーが元の形状に戻ることにより、該中空針が該ハウジン
グ内部に再度収納される、体液採取デバイス。
【請求項２】
　体液を採取し、該採取した体液に関する情報を取得する検査デバイスであって、
　皮膚に密着可能な皮膚面シートと、弾性を有しおよび可視光線を透過可能な材料により
構成された上面カバーと、を含むハウジングを有し、該ハウジング内部に、該上面カバー
と連動する中空針と、検査手段とが収納されており、該ハウジング内部の少なくとも一部
の空間が該中空針の内部と連通し、
　該皮膚面シートを皮膚に密着させた状態で該上面カバーに該皮膚面シート方向の外力が
加わって、該上面カバーが変形することにより、該中空針が該皮膚面シートを貫通して該
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皮膚を穿孔し、該中空針の内部に連通する空間に該中空針を介して体液が流入して該検査
手段と接触して該体液に関する情報を取得し、
　該外力が除かれて、該上面カバーが元の形状に戻ることにより、該中空針が該ハウジン
グ内部に再度収納される、検査デバイス。
【請求項３】
　前記中空針を支持する内部支持体が、前記上面カバーのハウジング内部側に設けられて
いる、請求項２に記載の検査デバイス。
【請求項４】
　前記内部支持体がシート状であり、前記皮膚面シートと略平行となるよう前記上面カバ
ーで支持されている、請求項３に記載の検査デバイス。
【請求項５】
　前記内部支持体に支持された中空針が、前記内部支持体を貫通しており、
　前記内部支持体が、前記ハウジング内部の空間を、前記中空針の内部に連通する空間と
、前記中空針の内部に連通しない空間とに分割する、請求項３または４に記載の検査デバ
イス。
【請求項６】
　前記中空針の皮膚穿孔時に、前記内部支持体と前記皮膚面シートとが接触する、請求項
３から５のいずれか１項に記載の検査デバイス。
【請求項７】
　前記内部支持体が、前記皮膚面シートと反対方向に突出した下部スペーサーを有する、
請求項３から６のいずれか１項に記載の検査デバイス。
【請求項８】
　前記上面カバーが、前記ハウジング内部側表面に、皮膚面シート方向に突出した上部ス
ペーサーを有する、請求項２から７のいずれか１項に記載の検査デバイス。
【請求項９】
　前記中空針の内部に連通する空間が、前記中空針が皮膚を穿孔するまで減圧状態に保持
されている、請求項２から８のいずれか１項に記載の検査デバイス。
【請求項１０】
　前記皮膚面シート表面に貼付可能な底面カバーを別部材としてさらに有し、該底面カバ
ーの厚みが前記中空針の長さ以上である、請求項２から９のいずれか１項に記載の検査デ
バイス。
【請求項１１】
　前記中空針の内部、および／または、前記中空針の内部に連通する空間に、体液前処理
手段が設けられ、前記流入した体液が、該体液前処理手段により前処理される、請求項２
から１０のいずれか１項に記載の検査デバイス。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体液採取デバイスおよび検査デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液などの体液を採取し、体液に関する情報を取得することが行われている。例えば、
感染症診断において、医師などの医療従事者は、採血用針と注射筒などの体液採取器具を
用いて被検体から体液を採取した後に、別の場所で体液採取器具から体液を取り出して体
液を検査する。この場合、採取した体液試料と検査した体液試料との取り違えミスのリス
クが存在する。さらに、体液を採取して体液を検査する操作による医療従事者の感染リス
ク、ならびに廃棄後の体液採取器具および検査器具による感染リスクが懸念される。
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【０００３】
　これに対し、採血操作の場所で感染性ウイルスの有無を判定するため、ウイルス由来の
抗原を認識する抗体を利用したイムノクロマトグラフィーが開示されている（特許文献１
）。採取した血液を採血容器から取り出した後、イムノクロマトグラフィーに供すること
により、目視で感染の有無の判定ができ、体液試料の取り違えミスのリスクは低減される
。しかし、この場合でも、廃棄物による感染リスクは解消されていない。さらに、採取し
た血液を取り出す操作、および血液を検査する操作が必要であるため、医療従事者の感染
リスクという問題が依然として残っている。加えて、この技術では、検査装置が設置され
ている場所で採血操作を行う必要がある。
【０００４】
　さらに、採血針を囲む伸縮できるカバーをつける方法が開示されている（特許文献２）
。この場合、血液を採取する操作の前後および廃棄後に針がむき出しになることは防止で
きるが、血液中の成分を検査する操作が必要であり、採血後の針および血液飛沫による医
療従事者の感染の可能性は残る。このため、医療従事者の感染リスクという問題は解消さ
れていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－６９８００号公報
【特許文献２】特開平８－１８２７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、医療従事者の感染リスク、および廃棄物による感染リスクを解消し、
かつ、短時間の簡便な操作で体液を採取することを可能にする体液採取デバイスを提供す
ることにある。
　さらに、本発明の目的は、医療従事者の感染リスク、および廃棄物による感染リスクを
解消し、場所、状況を問わず短時間の簡便な操作で体液を採取して体液に関する情報を取
得し、かつ、体液試料の取り違えミスを防止することを可能にする検査デバイスを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本発明は、
　体液採取デバイスであって、
　皮膚に密着可能な皮膚面シートと弾性を有する上面カバーとを含むハウジングを有し、
該ハウジング内部に、該上面カバーと連動する中空針が収納されており、該ハウジング内
部の少なくとも一部の空間が該中空針の内部と連通し、
　該皮膚面シートを皮膚に密着させた状態で該上面カバーに該皮膚面シート方向の外力が
加わって、該上面カバーが変形することにより、該中空針が該皮膚面シートを貫通して該
皮膚を穿孔し、該中空針の内部に連通する空間に該中空針を介して体液が流入し、
　該外力が除かれて、該上面カバーが元の形状に戻ることにより、該中空針が該ハウジン
グ内部に再度収納される、体液採取デバイスを提供する。
　さらに、本発明は、
　体液を採取し、該採取した体液に関する情報を取得する検査デバイスであって、
　皮膚に密着可能な皮膚面シートと弾性を有する上面カバーとを含むハウジングを有し、
該ハウジング内部に、該上面カバーと連動する中空針と、検査手段とが収納されており、
該ハウジング内部の少なくとも一部の空間が該中空針の内部と連通し、
　該皮膚面シートを皮膚に密着させた状態で該上面カバーに該皮膚面シート方向の外力が
加わって、該上面カバーが変形することにより、該中空針が該皮膚面シートを貫通して該
皮膚を穿孔し、該中空針の内部に連通する空間に該中空針を介して体液が流入して該検査
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手段と接触して該体液に関する情報を取得し、
　該外力が除かれて、該上面カバーが元の形状に戻ることにより、該中空針が該ハウジン
グ内部に再度収納される、検査デバイスを提供する。
　１つの実施形態においては、上記中空針を支持する内部支持体が、上記上面カバーのハ
ウジング内部側に設けられている。
　１つの実施形態においては、上記内部支持体がシート状であり、上記皮膚面シートと略
平行となるよう上記上面カバーで支持されている。
　１つの実施形態においては、上記内部支持体に支持された中空針が、上記内部支持体を
貫通しており、上記内部支持体が、上記ハウジング内部の空間を、上記中空針の内部に連
通する空間と、上記中空針の内部に連通しない空間とに分割する。
　１つの実施形態においては、上記中空針の皮膚穿孔時に、上記内部支持体と上記皮膚面
シートとが接触する。
　１つの実施形態においては、上記内部支持体が、上記皮膚面シートと反対方向に突出し
た下部スペーサーを有する。
　１つの実施形態においては、上記上面カバーが、上記ハウジング内部側表面に、皮膚面
シート方向に突出した上部スペーサーを有する。
　１つの実施形態においては、上記中空針の内部に連通する空間が、上記中空針が皮膚を
穿孔するまで減圧状態に保持されている。
　１つの実施形態においては、上記検査デバイスは、上記皮膚面シート表面に貼付可能な
底面カバーを別部材としてさらに有し、該底面カバーの厚みが上記中空針の長さ以上であ
る。
　１つの実施形態においては、上記中空針の内部、および／または、上記中空針の内部に
連通する空間に、体液前処理手段が設けられ、上記流入した体液が、該体液前処理手段に
より前処理される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の体液採取デバイスによれば、体液はハウジング内部の中空針の内部に連通する
空間に流入し、採取後の中空針はハウジング内部に収納されるため、医療従事者の感染リ
スク、および廃棄物による感染リスクを解消できる。さらに、短時間の簡便な操作で体液
を採取することが可能である。
【０００９】
　本発明の検査デバイスによれば、体液はハウジング内部の中空針の内部に連通する空間
に流入し、採取後の中空針はハウジング内部に収納されるため、医療従事者の感染リスク
、および廃棄物による感染リスクを解消できる。さらに、検査手段がハウジング内部に収
納されているので、場所、状況を問わず短時間の簡便な操作で体液を採取して体液に関す
る情報を取得することが可能である。さらに、体液に関する情報を取得するために体液を
採取する場所から移動しなくても済み、体液に関する情報を取得するための機器に供する
必要も無いため、体液試料の取り違えミスを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の１つの実施形態による検査デバイスの１つの状態を説明する概略断面図
である。
【図２】本発明の１つの実施形態による検査デバイスの別の状態を説明する概略断面図で
ある。
【図３】本発明の１つの実施形態による検査デバイスのさらに別の状態を説明する概略断
面図である。
【図４】本発明の１つの実施形態による検査デバイスのさらに別の状態を説明する概略断
面図である。
【図５】本発明の別の実施形態による検査デバイスの概略断面図である。
【図６】本発明のさらに別の実施形態による検査デバイスの概略断面図である。
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【図７】本発明のさらに別の実施形態による検査デバイスの１つの状態を説明する概略断
面図である。
【図８】本発明のさらに別の実施形態による検査デバイスの別の状態を説明する概略断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
Ａ．検査デバイス
Ａ－１．検査デバイスの概要
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形
態には限定されない。なお、便宜上、検査デバイスを先に説明し、体液採取デバイスをそ
の後に説明する。なお、本明細書において、体液とは、被検体に由来する任意の適切な液
体を意味する。体液は、細胞および／または組織を含んでいてもよい。体液としては、具
体的には、血液、血管外組織液（例えば、血漿、リンパ液、浮腫液、腹水、胸水、および
脳脊髄液）、および消化液（例えば、胃液、胆液、すい液、および唾液）が挙げられる。
【００１２】
　図１は、本発明の１つの実施形態による検査デバイスの、体液を採取する操作を行う前
の状態を説明する概略断面図である。検査デバイス１は、ハウジング２を有する。ハウジ
ング２は、皮膚面シート３と上面カバー４とを含む。皮膚面シート３は、代表的には、そ
の周縁部が上面カバー４の外周よりも外側に延出し、その結果、ハウジング２が閉じた空
間５を規定している。図示しないが、皮膚面シート３上には上面カバー４が複数設けられ
得る。このような構成であれば、検査デバイス１を複数に分割することが可能になる。
【００１３】
　検査デバイス１の平面視の形状としては、任意の適切な形状が採用され、例えば、円形
および多角形（例えば、四角形、六角形、および十二角形）であり得る。
【００１４】
　皮膚面シート３は、被検体９の皮膚９２に密着可能である。被検体９としては、任意の
適切な被検体が挙げられ、例えば脊椎動物（例えば人間）が挙げられる。皮膚９２として
は、任意の適切な皮膚が挙げられる。本明細書では、皮膚とは、上皮（例えば、表皮、お
よび粘膜上皮）、中皮、および内皮を含む概念を意味する。表皮としては、例えば、末梢
部分の表皮、および局所部分の表皮が挙げられる。粘膜上皮としては、例えば、口腔内上
皮、および消化管上皮が挙げられる。中皮としては、例えば、胸膜、および腹膜が挙げら
れる。内皮としては、例えば、血管内皮が挙げられる。
【００１５】
　上面カバー４は、弾性を有する。なお、本明細書において部材が弾性を有するとは、部
材が、全体として、外力が加わることにより変形し、外力が除かれることにより元の形状
に戻る性質を有することを意味する。したがって、部材が全体として上記性質を有してい
れば、部材の一部に弾性を有しないものが含まれていても、上記部材は弾性を有する。
【００１６】
　図示例では、上面カバー４は、ハウジング２内部側表面に、皮膚面シート３方向に突出
した上部スペーサー４１を有する。なお、本明細書において皮膚面シート方向とは、皮膚
面シート３に対して厳密に鉛直方向である必要は無く、上記鉛直方向に対して、好ましく
は±２０°、より好ましくは±１０°、さらに好ましくは±５°の範囲内の方向も含まれ
る。皮膚面シートと反対方向についても同様とする。
【００１７】
　ハウジング２内部には、中空針６と、検査手段（例えば、検査試薬）７とが収納されて
いる。
【００１８】
　中空針６は、上面カバー４と連動する。具体的には、中空針は、上面カバーに皮膚面シ
ート方向の外力が加わって上面カバーが変形することにより、皮膚面シート方向に移動し
得る。
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【００１９】
　図示例では、中空針６は、上面カバー４のハウジング２内部側に設けられた内部支持体
８によって支持されている。代表的には、中空針６の先端は皮膚面シート３方向を向くよ
うに支持されている。
【００２０】
　検査手段７はハウジング２内部に収納されているため、被検体９は、体液操作を直接見
なくても済む。図示例では、検査手段７は、内部支持体８の皮膚面シート３と反対側の表
面上に設けられている。
【００２１】
　図示例では、内部支持体８はシート状であり、皮膚面シート３と略平行となるよう上面
カバー４で支持されている。内部支持体８に支持された中空針６は、内部支持体８を貫通
している。内部支持体８は弾性を有し得る。このような構成であれば、中空針６と上面カ
バー４との連動性がより安定する。なお、本明細書において略平行とは、厳密な平行に対
して、好ましくは±２０°、より好ましくは±１０°、さらに好ましくは±５°の範囲内
である場合を意味する。
【００２２】
　図示例では、内部支持体８は、皮膚面シート３と反対方向に突出した下部スペーサー８
１を有する。下部スペーサー８１は中空針６を取り囲んで設けられている。下部スペーサ
ー８１は検査手段７の内側に設けられている。下部スペーサー８１の形状は例えば筒状（
例えば中空円柱状および中空角柱状）であり得る。下部スペーサー８１の長さは、内部支
持体８を貫通した中空針６の皮膚面シート３と反対側への突出部分の長さ以上（例えば１
．２倍以上、好ましくは１．５倍以上）となるように構成されている。
【００２３】
　図示例では、体液前処理手段（例えば、ろ紙などの体液分離手段）１１が、下部スペー
サー８１内部、かつ、中空針６の皮膚面シート３と反対側に設けられている。図示しない
が、体液前処理手段１１は、例えば、中空針６の内部、内部支持体８の皮膚面シート３と
反対側の表面、および、検査手段７と同じ位置に設けられてもよい。
【００２４】
　図２は、検査デバイス１の中空針が皮膚面シートを貫通して皮膚を穿孔した状態を説明
する概略断面図である。皮膚面シート３を被検体９の皮膚９２に密着させた状態で上面カ
バー４に皮膚面シート３方向の外力が加わると（例えば、上面カバー４を押圧すると）、
上面カバー４が変形する。その結果、図２に示すように、内部支持体８と皮膚面シート３
とが接触する。内部支持体８を貫通した中空針６の皮膚面シート３側への突出部分の長さ
は、皮膚面シート３の厚みと皮膚９２の厚みとの合計よりも長くなるよう構成されている
。したがって、中空針６は、皮膚面シート３を貫通し、皮膚９２を穿孔し、中空針６の先
端は体液９１を含む組織９３に到達する。組織９３としては、体液を含む任意の組織が挙
げられ、真皮、皮下組織、筋肉組織、および内臓組織を含む。中空針６の先端部分は、所
望の体液を含む組織に到達させることが好ましい。体液９１が血液である場合、組織９３
は血管（例えば毛細血管）を有する組織（例えば真皮）であり得る。
【００２５】
　図２に示す状態においては、内部支持体８と上面カバー４とは、上部スペーサー４１を
介して接触している（実質的には、内部支持体８が上部スペーサー４１を介して押圧され
ている）。上記状態において、内部支持体８と上面カバー４とは下部スペーサー８１を介
して接触してもよい（図示例は、下部スペーサー８１が上面カバー４に接触しない状態を
示している）。さらに、上部スペーサー４１および／または下部スペーサー８１は剛性を
有し得る。このような構成であれば、被検体９内に中空針６を必要以上に深く押し込むこ
とを回避できる。なお、本明細書において剛性とは、上記外力によって変形しない程度の
剛性を意味する。
【００２６】
　図示例では、内部支持体８は、皮膚９２を穿孔した状態において、ハウジング２内部の
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空間５を、中空針６の内部に連通する空間５ａと、中空針６の内部に連通しない空間５ｂ
とに分割している。このような構成であれば、体液と検査手段との接触が起こる空間の容
積が限定されるため、体液９１の流入が少ない場合であっても、体液に関する情報をより
取得しやすくなる。さらに、空間５ａは、内部支持体８の皮膚面シート３と反対側に規定
されている。これにより、内部支持体８の皮膚面シート３と反対側で、流入した体液と検
査手段７とが接触するので、体液に関する情報をより取得しやすくなる。
【００２７】
　空間５ａ（実質的には空間５）は、中空針６が皮膚９２を穿孔するまで減圧状態に保持
され得る。減圧状態に保持されることで、体液の採取効率が向上する。
【００２８】
　図２に示す状態においては、中空針６を介して空間５ａに体液９１が流入する。流入す
る体液としては、上記外力が加わっている間に流入する体液だけでなく、上記外力が除か
れた後に流入する体液も含まれる。中空針６を介して空間５ａに体液９１が流入するメカ
ニズムとしては、例えば、毛細管現象による体液９１の流入、上面カバー４が元の形状に
戻ることによる体液９１の流入、および、減圧状態にされた空間５ａによる体液９１の吸
入が挙げられる。
【００２９】
　流入した体液は前処理されてもよいし、前処理されなくてもよい。図示例では、流入し
た体液９１は、体液前処理手段１１により前処理され、前処理後の体液９１’が検査手段
７と接触する。体液を前処理することにより、例えば、測定対象を検出容易にしたり、不
純物を除去したり、感染性微生物を不活化したりすることが可能である。したがって、取
得する情報の質を向上させたり、感染リスクをさらに低減したりすることが可能になる。
【００３０】
　図３は、検査デバイス１の外力が除かれて上面カバーが元の形状に戻った状態を説明す
る概略断面図である。皮膚面シート３方向の外力が除かれて、弾性を有する上面カバー４
は元の形状に戻る。その結果、内部支持体８が上面カバー４に連動し、内部支持体８に支
持された中空針６は、ハウジング２内部に再度収納される。なお、本明細書において「元
の形状」とは、上記の再度収納が可能な程度に概略元の形状であればよく、必ずしも厳密
に元の形状であることを意味しない。
【００３１】
　体液が検査手段と接触した後に、検査手段は、体液に関する情報を取得可能な状態にす
る。取得可能とは、例えば、人間の感覚によって取得可能であることであり、好ましくは
、目視で認知可能な状態である。人間の感覚によって取得可能な状態になると、情報を取
得するための操作がさらに簡便になる。さらに、目視で認知可能な状態であれば、体液を
取得したその場で検査結果を判定でき、かつ、体液に関する情報をデジタル情報化するこ
とが容易で客観性を確保しやすい。デジタル情報化の手段としては、例えば、撮影機器（
例えばデジタルカメラ）および測定機器（例えば、濁度測定装置、発光測定装置、蛍光測
定装置、および発色測定装置）が挙げられる。
【００３２】
　図３に示す状態においては、検査手段７は、体液９１’との接触後に、体液に関する情
報を目視で認知可能な状態に変化している。上記変化後の検査手段７を７’として図示す
る。上記変化とは、例えば、形状、濁度、発光、色調、および蛍光の変化、ならびに、こ
れらの変化の全部または一部の組み合わせが挙げられる。上記変化が生じるのは、図示例
のように検査手段であってもよく、体液であってもよく、体液および検査手段の両方であ
ってもよい。
【００３３】
　図４は、検査デバイス１の体液採取後に皮膚から剥離した状態を説明する概略断面図で
ある。検査デバイス１は、皮膚面シート３のハウジング２外部側の表面（以後、皮膚面シ
ート３表面と称する場合がある）に貼付可能な底面カバー１０を別部材としてさらに有し
得る。図４に示すように、体液採取後の検査デバイス１を皮膚９２から剥離した後、皮膚
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面シート３表面に底面カバー１０を貼付できる。底面カバー１０の厚みａは、中空針６全
体の長さｂ以上（例えば長さｂの１．２倍以上、好ましくは１．５倍以上）である。この
ような構成であれば、体液採取後の検査デバイス１の皮膚面シート３表面に底面カバー１
０を貼付することにより、例えば上面カバー４に誤って再度外力が加わって中空針６が皮
膚面シート３を貫通した場合であっても、中空針６の先端が外部に露出することを防止で
きる。したがって、感染リスクをさらに低減でき、廃棄時の安全性が向上し、一般の廃棄
物として廃棄できる可能性もある。
【００３４】
　底面カバー１０は、代表的には、皮膚面シート３表面上の中空針６に対応する位置を覆
って貼付される。底面カバー１０は、その周縁部が皮膚面シート３表面上の上面カバー４
の外周に対応する部分よりも外側に延出するように貼付され得る。図示例では、底面カバ
ー１０は、その周縁部が皮膚面シート３の外周よりも外側に延出するように貼付されてい
る。このような構成であれば、皮膚面シート３表面上の上面カバー４の外周に対応する部
分が底面カバー１０で覆われているため、体液が検査デバイス外により漏れにくくなり、
感染リスクをさらに低減できる。底面カバー１０は、中空針６の露出を適切に防止し得る
限りにおいて、任意の適切な材料で構成され得る。
【００３５】
　図５は、本発明の別の実施形態による検査デバイス１’の概略断面図である。図示例で
は、検査デバイス１’は、複数の中空針６をハウジング２内部に収納している。図示例で
は、皮膚面シート３と反対側の末端が閉じた筒状の形状を有する下部スペーサー８１が複
数設けられている。さらに、隣接する下部スペーサー８１が互いの側面を介して連結して
いる。その結果、中空針６の内部に連通する空間５ａが、互いに連通しない複数の空間５
ａ－１、５ａ－２、５ａ－３、…に分割されている。空間５ａ－１、５ａ－２、５ａ－３
、…に対応して、それぞれ中空針６が設けられている。空間５ａ－１、５ａ－２、５ａ－
３、…の内部には、それぞれ検査手段７が設けられている。それぞれの空間に設けられた
検出手段７は、全てが同一の情報を取得する検査手段であってもよく、全てが異なる情報
を取得する検査手段であってもよく、一部が同一の情報を取得し、一部が異なる情報を取
得する検査手段であってもよい。このような構成であれば、一度の操作により体液に関す
る複数の情報を取得可能であるので、検査の正確性を向上させたり、検査対象を拡大した
りすることが可能である。より具体的には、同一種類の情報を複数取得することにより、
例えば、異常値を除いたり、平均値を算出したりすることが可能になるので、検査の正確
性が向上する。さらに、複数種類の情報を一度に取得することにより、例えば、異なる複
数の特定成分を一度の検査対象としたり、測定可能域が異なる検査手段を複数用いて測定
可能範囲を拡大したりすることが可能になるので、検査対象を拡大できる。このため、例
えば、体液中の特定成分量（例えば血糖値）の測定、および複数の特定成分（例えば、血
液型抗原などの各種抗原、および各種配列の核酸）の検出に特に有効である。
【００３６】
　図６は、本発明のさらに別の実施形態による検査デバイス１’’の概略断面図である。
図示例では、内部支持体８から皮膚面シート３と反対方向に突出した下部スペーサー８１
として、中空針６を取り囲んで検査手段７の内側に設けられた下部スペーサー８１に加え
、検査手段７の外側に下部スペーサー８１が設けられている。検査手段７の外側に設けら
れた下部スペーサー８１と、上面カバー４から皮膚面シート３方向に突出した上部スペー
サー４１とが連結することにより、内部支持体８は、皮膚面シート３と略平行となるよう
上面カバー４で支持されている。上部スペーサー４１および／または下部スペーサー８１
は剛性を有し得る。さらに、内部支持体８（下部スペーサー８１を除く部分）は剛性を有
し得る。このような構成であれば、皮膚９２を穿孔した状態で、上部スペーサー４１と下
部スペーサー８１とによって上面カバー４と内部支持体８との距離が確保されていること
により、被検体９内に中空針６を必要以上に深く押し込むことを回避できる。
【００３７】
　図７は、本発明のさらに別の実施形態による検査デバイス１’’’の、体液を採取する
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操作を行う前の状態を説明する概略断面図である。図示例では、検査デバイス１’’’に
は内部支持体８は設けられていない。中空針６は、上面カバー４のハウジング２内部側に
直接支持されている。中空針６は、皮膚面シート３と反対側の末端近傍の側面に流出口を
有する。検査手段７が、皮膚面シート３のハウジング２内部側の表面上に設けられている
。体液前処理手段（例えば、ヘパリンなどの細胞凝集防止手段）１１が、皮膚面シート３
のハウジング２内部側の表面上に設けられている。
【００３８】
　図８は、検査デバイス１’’’の中空針が皮膚面シートを貫通して皮膚を穿孔した状態
を説明する概略断面図である。
【００３９】
　図８に示す状態においては、皮膚面シート３と上面カバー４とが上部スペーサー４１を
介して接触している。このような構成であれば、被検体９内に中空針６を必要以上に深く
押し込むことを回避できる。
【００４０】
　図８に示す状態においては、中空針６を介して、皮膚面シート３のハウジング２内部側
に体液９１が流入する。流入した体液９１は、体液前処理手段１１および検査手段７に接
触し、体液に関する情報が取得可能になる。
【００４１】
　以下、検査デバイスの各部材について、補足的に説明する。
【００４２】
Ａ－２．皮膚面シート
　皮膚面シートの少なくとも一部（例えば、中空針に対応する位置）は、弾性を有する素
材（例えば、ゴム(例えばブチルゴム)、ラテックス、シリコーン、および熱可塑性エラス
トマー）により構成され得る。このような構成であれば、中空針がハウジング内部に再度
収納された後に、皮膚面シートの貫通部分が塞がりやすくなる。そのため、採取された体
液が検査デバイス外により漏れにくくなり、検査デバイスの安全性がより向上する。
【００４３】
　皮膚面シート３表面（皮膚面シート３のハウジング２外部側の表面）には、接着剤が塗
布され得る（図示せず）。このような構成であれば、検査デバイスをより強固に皮膚に固
定化できる。
【００４４】
　上記接着剤は、痛覚低減成分を含み得る。痛覚低減成分が皮膚に浸透することにより、
検査デバイス周辺の痛感感覚を低減することができるため、被検体の苦痛を軽減できる。
さらに、被検体が痛みで暴れることを防止できるため、医療従事者の安全性がさらに向上
する。なお、接着剤に痛覚低減成分を含有させる代わりに、検査デバイスは、皮膚に密着
可能なシートであって、皮膚密着面に痛覚低減成分を有する痛覚低減シートを別部材とし
てさらに有していてもよい。このような構成であれば、痛覚低減シートをあらかじめ皮膚
に密着させた状態とし、痛覚低減シートの上から皮膚面シートを皮膚に密着させた状態に
することによって、被検体の痛感感覚を低減することができる。なお、皮膚面シートが直
接皮膚に密着する場合だけでなく、皮膚に密着可能な別部材のシートを介して皮膚面に密
着する場合も、皮膚面シートが皮膚に密着しているものとする。
【００４５】
　皮膚面シートの接着剤が痛覚低減成分を含む場合、および、検査デバイスが痛覚低減シ
ートを有する場合の何れであっても、具体的な痛覚低減成分としては、例えば、麻酔成分
、および鎮痛成分（例えばメントールおよび適切な漢方薬成分）が挙げられる。麻酔成分
としては、例えば、エステル型局所麻酔剤およびアミド型局所麻酔薬が挙げられる。エス
テル型局所麻酔剤としては、例えば、コカイン、プロカイン、クロロプロカイン、テトラ
カイン、およびアミノ安息香酸エチル（ベンゾカイン）が挙げられる。アミド型局所麻酔
薬としては、例えば、リドカイン、メピバカイン、ジブカイン、ブピバカイン、ロピバカ
イン、およびレボブピバカインが挙げられる。さらに、痛覚低減成分とともに、上記痛覚
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低減成分の皮下への浸透を補助する痛覚低減成分浸透補助薬剤が混合され得る。
【００４６】
Ａ－３．上面カバー
　上面カバーの少なくとも一部（例えば、検査手段が設けられた位置から皮膚面シートと
反対方向に対応する位置）は、可視光線を透過可能な材料により構成され得る。上記可視
光線を透過可能な材料としては、任意の適切な材料を用い得、例えば、ポリカーボネート
樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリオレフィン樹脂、およびガラスが挙げ
られる。このような構成であれば、検査デバイスの上面カバー側からハウジング内部を容
易に観察できるため、採取した体液に関する情報をより容易に取得することができる。検
査デバイスを被検体の皮膚に密着させた状態で上記情報を取得することが特に容易になる
。
【００４７】
　上面カバーの少なくとも一部（例えば、上記可視光線を透過可能な材料により構成され
た部位および上部スペーサーを除く部位）は、弾性を有する素材（例えば、ゴム(例えば
ブチルゴム)、ラテックス、シリコーン、および熱可塑性エラストマー）により構成され
得る。このような構成であれば、上記の弾性が得られやすくなる。
【００４８】
　上部スペーサーの材料としては、金属材料であってもよく、非金属材料であってもよく
、これらの材料を組み合わせて用いてもよい。
【００４９】
　金属材料としては、例えば、鉄、アルミニウム、ニッケル、マグネシウム、チタン、お
よびこれらを含む合金が挙げられる。
【００５０】
　非金属材料は、例えば、合成または天然の樹脂材料が挙げられる。樹脂材料としては、
例えば、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、および硬質ゴムが挙げられる。
【００５１】
Ａ－４．中空針
　中空針の外側の形状としては、任意の適切な形状が挙げられ、例えば、略錐状（例えば
略円錐状および略角錐状）、および略柱状（例えば略円柱状および略角柱状）であり得る
。中空針は、先端に向かって細くなり得る。中空針の中空部分は、中空針の外側の形状に
対応して規定され得る。
【００５２】
　中空針の長さは、所望の体液が存在する組織に到達できる任意の適切な長さが採用され
得る。中空針の長さは、具体的には、例えば０．１ｍｍ～２０ｃｍであり、好ましくは１
ｍｍ～１０ｃｍである。例えば、皮下の採血であれば、上記長さは、０．５ｍｍ～１ｃｍ
程度が好ましく、例えば、臓器中の体液（例えば消化液）を採取するためには６ｃｍ～２
０ｃｍ程度が好ましい。
【００５３】
　皮膚穿孔時に中空針が皮膚面シートを貫通して突出する部分の長さは、例えば５μｍ～
２０ｃｍであり、好ましくは１０μｍ～１０ｃｍである。例えば、皮下の採血であれば、
上記突出部分の長さは５μｍ～１ｍｍ程度が好ましく、例えば、臓器中の体液（例えば消
化液）を採取するためには５ｃｍ～１５ｃｍ程度が好ましい。
【００５４】
　中空針の太さは、検査項目により、必要な体液量を採取操作で得られるために必要な太
さに設定すればよい。
【００５５】
　中空針の材料は、金属材料であってもよく、非金属材料であってもよく、これらの材料
を組み合わせて用いてもよい。
【００５６】
　金属材料としては、例えば、鉄を含む合金（例えばステンレス）が挙げられる。
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【００５７】
　非金属材料は、合成または天然の樹脂材料であってもよい。非金属材料としては、例え
ば、ポリ乳酸、ポリグリコリド、ポリ乳酸－ｃｏ－ポリグリコリド、カプロノラクトン、
ポリウレタン、ポリ酸無水物、多糖類、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸、エチレン
ビニルアセテート、ポリテトラフルオロエチレン、およびポリオキシメチレンが挙げられ
る。
【００５８】
　非金属材料は、生分解性ポリマーであってもよい。生分解性ポリマーとしては、例えば
、ポリ乳酸、ポリグリコリド、ポリ乳酸－ｃｏ－ポリグリコリド、カプロノラクトン、ポ
リウレタン、ポリ酸無水物、および多糖類が挙げられる。多糖類としては、例えば、ヒア
ルロン酸、プルラン、デキストラン、デキストリン、およびコンドロイチン硫酸が挙げら
れる。なかでも、ポリ乳酸が好ましい。このような構成であれば、検査デバイスの安全性
がさらに向上する。
【００５９】
Ａ－５．内部支持体
　内部支持体（下部スペーサー部分を除く）の材料としては、例えば、上面カバーの材料
のうち弾性を有する材料として挙げられた材料、および、上部スペーサーの材料と同様の
材料が挙げられる。
【００６０】
　内部支持体に設けられた下部スペーサーの材料としては、例えば、上部スペーサーの材
料と同様の材料が挙げられる。
【００６１】
Ａ－６．検査可能な情報
　体液に関する情報としては、任意の適切な情報が挙げられ、具体的には、各種の診療ガ
イドライン（例えば、医療情報サービスＭｉｎｄｓ、National　Guideline　Clearinghou
se、およびNational　Institute　for　Health　and　Clinical　Excellence）に記載さ
れている情報が例示できる。さらに、体液中の特定成分の存在量、体液の化学的特性（例
えばｐＨ）、体液の物理的特性（例えば粘性）、および体液の生物的特性（例えば免疫活
性）が例示できる。なお、本明細書において特定成分の存在量とは、定量的な存在量だけ
でなく、定性的な存在量（例えば、特定成分の有無、および／または、特定成分が多いま
たは少ないという情報）、および半定量的な存在量をも含む概念である。
【００６２】
　上記特定成分としては、特定物質に対する抗体、特定抗体により認識される抗原、薬剤
、タンパク質、アミノ酸、糖、脂質、電解質、ビタミン、核酸、およびその他の生理活性
物質（例えばペプチド、サイトカイン、カモカイン、およびホルモン）、ならびにこれら
の代謝産物が挙げられる。
【００６３】
　上記特定成分は、被検体に由来する物質であってもよいし、微生物に由来する物質であ
ってもよい。
【００６４】
　微生物に由来する物質としては、例えば、抗体の抗原となり得る任意の適切な物質（例
えばタンパク質および多糖）、および核酸（例えばＤＮＡおよびＲＮＡ）が挙げられる。
なお、本明細書において、微生物とは、細菌、糸状菌、およびウイルスを含む概念である
。上記微生物としては、具体的には、被検体の健康状態に影響を与える微生物（例えば感
染性微生物）が挙げられる。
【００６５】
　特定物質に対する抗体としては、例えば、上記微生物に由来する物質に対する抗体（例
えば被検体由来の抗体）が挙げられる。特定抗体により認識される抗原としては、具体的
には、細胞表面の抗原（例えば、血液型を規定する抗原（例えばＡ／Ｂ型抗原およびＨＬ
Ａ抗原））が挙げられる。薬剤としては、例えば、被検体に投薬した薬剤が挙げられる。
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タンパク質としては、具体的には、被検体の健康状態を反映するマーカータンパク質（例
えば感染症マーカー（例えばＣＲＰ）および糖化ヘモグロビン）および抗体が挙げられる
。これらの特定成分に加え、アミノ酸、糖、脂質、電解質、ビタミン、核酸、およびその
他の生理活性物質は、被検体の健康状態に影響を与えるため、これらの物質およびこれら
の物質の代謝産物の存在量を測定することにより、被検体の健康を判定する上で極めて重
要な情報を取得できる。具体的には、糖尿病に関与する血糖、および、透析治療を受けて
いる腎不全患者における電解質（例えばカリウムイオン）が例示できる。
【００６６】
Ａ－７．検査手段
Ａ－７－１．検査手段の概要
　上記検査手段は、例えば、試薬の形態（検査試薬）であってもよく、機器の形態（検査
機器）であってもよく、これらを組み合わせた形態であってもよい。
【００６７】
　検査試薬は、例えば、液体状態であってもよいし、乾燥（固体）状態であってもよい。
検査試薬は、例えば、流入した体液が接触することにより溶解する形態であってもよい。
【００６８】
　検査試薬は、例えば、マーカー分子を含み得る。マーカー分子としては、取得可能な変
化（例えば目視で確認可能な変化）を起こす物質が挙げられる。取得可能な変化としては
、例えば、形状、濁度、発光、色調、および蛍光の変化、ならびに、これらの変化の全部
または一部の組み合わせが挙げられる。
【００６９】
　マーカー分子としては、例えば、凝集マーカー分子（例えば、ラテックス粒子および金
コロイド）が挙げられる。凝集マーカー分子を用いた場合、体液に関する情報に応じて凝
集マーカー分子の凝集状態が変化することにより、体液に関する情報が取得可能な状態（
例えば濁度および／または色調の変化を起こした状態）になる。
【００７０】
　マーカー分子としては、例えば、色調、発光および／または蛍光状態が変化する物質が
挙げられる。色調、発光および／または蛍光状態の変化は、化学反応により生じるもので
あってもよい。化学反応としては、例えば、酸化反応および／または還元反応が挙げられ
る。
【００７１】
　検査試薬は、例えば、酵素を含み得る。酵素による化学反応が利用できると、測定が容
易かつ高感度となり得る。酵素としては、例えば、グルコースに反応して還元力を提供す
るグルコースオキシダーゼが挙げられる。
【００７２】
　検査機器は、例えば、電極を含み得る。体液中の特定の糖質濃度、体液中の特定の電解
質濃度、体液の酸化還元電位、および／または体液のｐＨを測定する場合に特に好ましく
用いられる。
【００７３】
Ａ－７－２．特定成分測定手段
　体液に関する情報が、体液中の特定成分の存在量である場合、検査手段は、特定成分測
定手段を含むことが好ましい。本明細書において、特定成分測定手段とは、特定成分の存
在量を測定する手段を意味する。特定成分測定手段は、他の検査手段と組み合わせて用い
てもよい。
【００７４】
　特定成分測定手段は核酸（例えば特定成分である核酸に相補的な配列を少なくとも一部
に含む核酸）を含み得る。測定すべき特定成分が核酸（例えばＤＮＡおよびＲＮＡ）であ
る場合に好ましく用いられる。核酸を含むことにより、測定が容易かつ高感度となり、特
異性が向上する。
【００７５】
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　特定成分測定手段は抗体を含み得る。測定すべき特定成分が、抗体によって認識される
抗原となり得る物質（例えばタンパク質および多糖）である場合に好ましく用いられる。
測定すべき特定成分が特定抗原に対する抗体である場合、特定成分測定手段は上記抗体の
抗原となる物質を含むことが好ましい。これらの場合、測定が容易かつ高感度であり特異
性が高い。
【００７６】
Ａ－７－３．情報増幅手段
　検査手段は、体液に関する情報を増幅する情報増幅手段を含んでいてもよい。情報増幅
手段を含むことにより、情報を取得する感度がさらに向上する。
【００７７】
　情報増幅手段としては、例えば、核酸増幅手段が挙げられる。核酸増幅手段は、代表的
には核酸を含み得る。核酸増幅手段としては、具体的には定温核酸増幅法（例えばＬＡＭ
Ｐ法）に用いられる試薬が挙げられる。このような構成であれば、温度を変動させる必要
が無いため、測定が容易である。
【００７８】
　情報増幅手段としては、例えば、抗体（例えば、上記特定成分測定手段（例えば、核酸
、抗体および抗原）を認識する抗体）が挙げられる。
【００７９】
Ａ－７－４．具体的な組み合わせ
　以上の検査手段は組み合わせて用い得る。具体的な組み合わせとしては、例えば、上記
特定成分測定手段および／または上記情報増幅手段に含まれる試薬（例えば、核酸、抗体
および抗原）を上記マーカー分子（例えば、凝集マーカー分子）と結合させたもの、上記
特定成分測定手段および／または上記情報増幅手段に含まれる試薬（例えば、核酸、抗体
および抗原）を上記酵素と結合させたもの、ならびに、上記酵素と上記マーカー分子（例
えば、該酵素の化学反応により色調、発光および／または蛍光状態が変化する物質）との
組み合わせ、を含む検査手段が挙げられる。
【００８０】
Ａ－８．体液前処理手段
　体液前処理手段としては任意の適切な手段を用いることができる。また、体液前処理手
段は複数組み合わせて用いてもよい。
【００８１】
　体液前処理手段による前処理の内容としては、具体的には、物理的処理（例えばろ過な
どの分離）および化学的処理（例えば薬剤および／または酵素による処理）が挙げられる
。体液が血液である場合は、前処理後の血液は、全血であってもよく、血球成分が分離さ
れた血液（例えば血清）であってもよく、血球成分が破壊された血液であってもよい。
【００８２】
　体液前処理手段は、例えば試薬の形態であってもよい。体液前処理手段が試薬の形態で
ある場合、体液前処理手段は、上記検査手段である検査試薬と混合された試薬の形態で存
在していてもよい。さらに、体液前処理手段は、乾燥状態の試薬であってもよい。上記試
薬は、流入した体液が接触することにより溶解する試薬であってもよい。
【００８３】
　体液前処理手段としては、具体的には、体液分離手段、細胞凝集防止手段、および体液
成分変性手段が挙げられる。
【００８４】
　体液分離手段としては、体液中の成分をその性質に応じて分離する任意の適切な手段が
挙げられる。体液分離手段としては、例えば、体液中の成分を大きさに応じて分離する手
段が挙げられ、具体的には、ろ過手段（例えばろ紙）が例示できる。体液分離手段は、例
えば、細胞成分と液性成分とに体液を分離してもよい。
【００８５】
　細胞凝集防止手段としては、体液中の少なくとも一部の細胞の凝集を防止する任意の適
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切な手段が挙げられ、具体的には、ヘパリンおよびクエン酸ナトリウムが挙げられる。体
液中の細胞（例えば赤血球および血小板）の凝集を防止することにより、採取した体液に
関する情報がより取得しやすくなる。
【００８６】
　体液成分変性手段としては、体液中の少なくとも一部の成分を変性する任意の適切な手
段が挙げられる。体液成分変性手段としては、例えば、界面活性剤（例えば両性界面活性
剤および陰イオン界面活性剤）および酵素（例えばタンパク質分解酵素および核酸分解酵
素）が挙げられる。体液成分変性手段によって変性される対象としては、例えば、体液中
の細胞の膜成分（例えば細胞膜）、測定対象である特定成分、測定の妨げとなる不純物、
および微生物（例えば感染性微生物）が挙げられる。変性する対象を状況に応じて選択す
ることにより、採取した体液に関する情報をより取得しやすくしたり、感染リスクをさら
に低減したりすることが可能である。
【００８７】
Ａ－９．底面カバー
　底面カバーの皮膚面シート表面に貼付可能な面側には、接着剤が塗布され得る。これに
より、底面カバーを強固に検査デバイスに固定化できる。
【００８８】
　底面カバーの少なくとも一部（例えば、皮膚面シート表面に貼付した底面カバーにおい
て、中空針に対応する位置）は、弾性を有する素材（例えば、ゴム(例えばブチルゴム)、
ラテックス、シリコーン、および熱可塑性エラストマー）により構成され得る。このよう
な構成であれば、底面カバーを皮膚面シート表面に貼付した後に、誤って中空針の先端が
底面カバーに到達した場合であっても、底面カバーに生じた傷が塞がりやすくなる。その
ため、採取された体液が検査デバイス外により漏れにくくなり、検査デバイスの安全性が
より向上する。
【００８９】
Ｂ．体液の検査方法
Ｂ－１．体液の検査方法の概要
　以下、本発明の検査デバイスを用いた体液の検査方法について説明する。
【００９０】
　体液の検査方法は、上記検査デバイスの皮膚面シートを皮膚に密着させる検査デバイス
密着工程と；該検査デバイス密着工程後に、上面カバーに皮膚面シート方向の外力を加え
て上面カバーを変形させることにより、中空針に皮膚面シートを貫通させて皮膚を穿孔す
る穿孔工程と；該穿孔工程後に、体液に関する情報を取得する情報取得工程と；該穿孔工
程後に、該外力を除いて上面カバーを元の形状に戻すことにより、中空針をハウジング内
部に再度収納させる再収納工程と；を有する。
【００９１】
　上記体液の検査方法は、実質的には、上記再収納工程後に、検査デバイスを皮膚から剥
離する剥離工程をさらに有し得る。
【００９２】
　上記体液の検査方法は、好ましくは、上記剥離工程後に、検査デバイスの皮膚面シート
表面に底面カバーを貼付する底面カバー貼付工程をさらに有していてもよい。
【００９３】
Ｂ－２．検査デバイス密着工程
　検査デバイスの皮膚面シートを皮膚に密着させる方法としては、任意の適切な方法が挙
げられる。代表的には、上記Ａ－２項に記載の通り、接着剤が塗布された皮膚面シート表
面側を皮膚に密着させる。
【００９４】
Ｂ－３．穿孔工程
　上記外力を加える方法としては、例えば、上面カバーを押圧する方法が挙げられる。上
記外力を加える手段としては、例えば、被検体の指、および医療従事者の指が挙げられる
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【００９５】
　上記外力を加え始めるタイミングとしては、皮膚面シートを皮膚に密着させた直後であ
ってもよいし、例えば、上記痛覚低減成分が奏効するまで待ってもよい。
【００９６】
Ｂ－４．情報取得工程
　上記の通り、本発明の検査デバイスを用いることにより、体液に関する情報は、体液を
採取した場所と同一の場所で取得することができ、情報を取得するための特別な操作は不
要である。これにより、体液試料の取り違えミスを防止できる。
【００９７】
　情報取得工程は、他の工程（例えば、再収納工程、剥離工程、および底面カバー貼付工
程）とは独立に行われ得る。体液が検査手段と接触してから情報の取得が完了するまでの
時間は、検査手段によって異なるためである。
【００９８】
　具体的には、情報取得工程は、再収納工程の前であってもよく、後であってもよく、剥
離工程の前であってもよく、後であってもよく、底面カバー貼付工程の前であってもよく
、後であってもよい。
【００９９】
Ｂ－５．再収納工程
　外力を除く方法としては、例えば、上記皮膚面シート方向への押圧を止めることが挙げ
られる。外力を除き始めるタイミングとしては、例えば、中空針の内部に連通する空間に
体液が流入していること、流入した体液が検査手段と接触していること、および／または
、体液に関する情報が取得可能な状態になっていることを確認した直後が挙げられる。
【０１００】
Ｂ－６．剥離工程
　剥離工程は、再収納工程後に行われる。より詳細には、上記剥離を始めるタイミングと
しては、例えば、中空針がハウジング内部に再度収納された後、および、上面カバーが元
の形状に戻った後が挙げられる。このようなタイミングであれば、医療従事者の感染リス
クをより確実に解消できる。
【０１０１】
Ｂ－７．底面カバー貼付工程
　底面カバー貼付工程は、剥離工程後に行われる。より詳細には、上記貼付のタイミング
としては、例えば、検査デバイスを剥離した直後が挙げられる。このようなタイミングで
あれば、医療従事者の感染リスクをより確実に解消できる。
【０１０２】
Ｃ．体液採取デバイス
　本発明の体液採取デバイスとしては、上記Ａ項に記載の特徴を有する任意の適切な体液
採取デバイスが挙げられる。具体的には、本発明の体液採取デバイスは、上述の検査デバ
イスから検査機能を省略した形態であり得る。したがって、本発明の体液採取デバイスは
、採取した体液に関する情報を取得しなくてもよく、ハウジング内部に検査手段を収納し
なくてもよく、かつ、流入した体液が上記検査手段と接触しなくてもよいという点以外は
、上記検査デバイスについて記載された全ての実施形態をとり得る。
【０１０３】
Ｄ．体液の採取方法
　本発明の体液採取デバイスを用いた体液の採取方法としては、上記Ｂ項に記載の特徴を
有する任意の適切な体液の採取方法が挙げられる。具体的には、上記体液の採取方法は、
上述の体液の検査方法から情報取得工程を省略した形態であり得る。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明の体液採取デバイスおよび検査デバイスは、人間の健康状態を検査する用途に特
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に好適に用いることができる。
【符号の説明】
【０１０５】
　　１　　検査デバイス
　　２　　ハウジング
　　３　　皮膚面シート
　　４　　上面カバー
　４１　　上部スペーサー
　　５　　ハウジング内部の空間
　　６　　中空針
　　７　　検査手段
　　８　　内部支持体
　８１　　下部スペーサー
　　９　　被検体
　９１　　体液
　９２　　皮膚
　９３　　組織
　１０　　底面カバー
　１１　　体液前処理手段
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